
入所申込必要書類

入所申込必要書類　(ア、及びイの内いずれか）

・就労証明書は同居者が働いている場合、保護

　者以外でも必要です。　

・就労先が複数ある場合は、すべての就労証明

　書を準備してください。

①事業主による就労証明書

②直近の確定申告書の写し（第1表、第2表）又は開業届、営業許可証、登記簿謄本の

　　写しいずれか１点

③内職については仕切り書・納品書の写し

・復職したときは就労証明書

・入所日から原則２ヶ月以内の復職

以下のいずれか、もしくは複数の写し

□診断書

□各種手帳

□自立支援医療受給者証

□障害福祉サービス受給者証

以下のいずれか、もしくは複数の写し

□診断書

□各種手帳

□自立支援医療受給者証

□障害福祉サービス受給者証

□介護保険認定書

・就職活動中(入所期間は３ヶ月）

その他

上記に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

  ※就労証明書等必要書類は学童保育会学童保育会ホームページからダウンロードすることができます。

  ※離婚調停中の場合は、それを証明する書類が必要となります。

　　(調停期日等呼び出し状、家庭裁判所における係属証明書等)

  ※ひとり親等世帯の場合は、児童扶養手当証書の写し、福祉医療証（ひとり親医療証）の写し、戸籍

　　 謄本のいずれか一つを提出してください。

  ※兄弟・姉妹が保育園に入所予定の場合、必要に応じて「入所承諾書」の写しを提出していただきます。

  ※上記提出書類及び写しは、３か月以内に発行されたものを提出してください。

  ※上記提出書類について、発行元等へ問い合わせをさせていただく場合があります。

求職中
・就職先が決まった場合は、就労証明書を提出

ご相談ください

就学 在学証明書または就学証明書

疾病・障がい

看護・介護

就労

雇用 □事業所による就労証明書

自営・内職

育児休業取得中 □就労証明書

児童クラブ入所申込書
(兼児童台帳)

児童クラブの利用希望内容等や、児童の世帯状
況等の確認に使用します。

【全要件共通の書類です】

イ．入所要件 必要書類及び内容 備考

ア．入所書類 内容 備考
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